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➢ 「米国関税措置・物価高対応枠」を「中東・米国関税・物価高対応枠」とし、資金繰り支援を拡充

➢ 融資対象者の要件緩和（売上高等３％以上減少→減少）を継続するとともに、新たに信用保証料の２分の１を補助

１． 資金繰り支援

サポート資金【経済対策特別】「中東・米国関税・物価高対応枠」

制度概要

問合せ： 経済産業局中小企業部中小企業金融課 融資・貸金業グループ TEL 052-954-６３３３

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

7月よりサポート資金【経済対策特別】に「中東・米国関税・物価高対応枠」を設定

６月補正

取扱期間 2026年７月3日～2027年３月3１日

融資対象者
売上高、売上高総利益率、売上高営業利益率のいずれかが減少している中小企業者

使途・限度額 事業資金 1億2,000万円

融資期間・利率 1年・金融機関所定、3年以内・年1.8％、5年以内・年1.9％、7年以内・年2.0％、10年以内・年2.1％

据置期間 １年以内

保証料率 年0.38％～年1.74％

保証料補助 当初契約時の信用保証料の2分の1

申込受付機関 県融資制度取扱金融機関の各店舗

融資枠 2,700億円

※ 従前「売上高等の３％以上減少」としていた要件を緩和
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※本内容は令和8年６月定例愛知県議会における予算の成立を前提とするもので、
今後変更となる可能性もあります。



２． 相談対応の充実（県が設置する相談窓口）

➢ 県内約100か所に設置する「中小・小規模企業総合相談

窓口」において、資金繰り、経営等に関する相談の対応・
情報提供

県機関、公益財団法人あいち産業振興機構、
愛知県信用保証協会、愛知県中小企業団体中央会、
各商工会議所・商工会

愛知県中小・小規模企業総合相談窓口

➢ （公財）あいち産業振興機構(名古屋市)において、経営革新、

経営の安定化等の課題解決のために、経営全般や金融、税務、
技術、カーボンニュートラル、IT、DX等の実務経験豊かな

専門家を配置した「エキスパートあいち」にて相談への対応

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）14階

エキスパートあいち

中東情勢の影響が懸念される県内中小・小規模企業者の資金繰り等の各種相談窓口

➢ 製品の競争力や付加価値の向上等に関する技術相談に

対応

あいち産業科学技術総合センター（豊田市）始め
各技術センター

公 設 試 験 研 究 機 関

設置場所

設置場所

設置場所

相談窓口の連絡先などの詳細は
2次元コード、設置場所のリンクから各WEBページを参照

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

県内事業者からの相談件数 合計2７６件（202６年５月末現在）

➢ 愛知県が（公財）あいち産業振興機構（名古屋市）と共同で

運営する「あいち国際ビジネス支援センター」において、
ジェトロ名古屋とも連携し、国際ビジネスに関する各種相談に対応

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）18階

あいち国際ビジネス支援センター

設置場所
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https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyo-seisaku/0000049897.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyo-seisaku/0000049897.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyo-seisaku/0000049897.html
https://www.aibsc.jp/support/257/
https://www.aibsc.jp/support/257/
https://www.aibsc.jp/support/257/
https://www.aichi-inst.jp/technical_assistance/support/
https://www.aichi-inst.jp/technical_assistance/support/
https://www.pref.aichi.jp/site/ricchitsusho-aibsc/index.html
https://www.pref.aichi.jp/site/ricchitsusho-aibsc/index.html
https://www.pref.aichi.jp/site/ricchitsusho-aibsc/index.html


２． 相談対応の充実（国が設置する相談窓口）

➢ 代金の未払い・減額や、受領拒否、不当なやり直し・返品、買いたたきなど、取引上の問題解決に向けて、専門の相談員や

弁護士がアドバイスを実施。

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）1４階 （受託者：あいち産業振興機構）

取引かけこみ寺

➢ 価格交渉に関する基礎的な知識や原価計算の手法の習得支援を通じて、中小受託事業者の価格交渉・価格転嫁を後押し。

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）1４階 （受託者：あいち産業振興機構）

設置場所

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

愛知県よろず支援拠点（価格転嫁サポート窓口）

設置場所

国と連携し、国が設置する相談窓口において、取引適正化や適切な価格転嫁に関する
相談対応を実施
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https://www.aibsc.jp/support/263/
https://www.aibsc.jp/support/263/
https://www.aibsc.jp/support/263/
https://www.aibsc.jp/support/41907/
https://www.aibsc.jp/support/41907/
https://www.aibsc.jp/support/41907/


Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

燃料油や石油化学製品等の目詰まり・偏りについては、県の相談窓口で受付けた場合、
速やかに中部経済産業局と情報共有するなど、連携を強化

３．目詰まり解消に向けた国の相談窓口との連携強化

経済産業省が行う「燃料油・潤滑油や石油由来の化学品・製品等の供給に関する情報提供受付窓口」

他各省庁におけ
る相談窓口
（中部地域）

省庁名 業種・事業・分野

東海農政局 農業、畜産業、食品産業、その他

中部運輸局
トラック、バス、タクシー、自動車整備業、内航旅客船・内航貨物船、外航
旅客船・外航貨物船、鉄道、港湾（港湾運送事業関係）

中部地方整備局 住宅（新築・リフォーム等）

中部地方環境事務所 廃棄物処理業
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燃料油・潤滑油

＜企業の皆様が情報提供できる内容＞

● 燃料油・潤滑油 ： 調達元、油種、必要量/在庫量、今後の調達見込みなど

● 石油由来の化学品・製品等 ： 調達元、対象製品、今後の調達見込みなど

石油由来の化学品・製品等

トルエン・キシレン等

「燃料油・潤滑油等の供給に関する情報提供」の受付フォーム

「石油由来の化学品・製品等の供給に関する情報提供」の受付フォーム

「トルエン・キシレン等の供給要請」の受付フォーム

既決予算内での追加取組(実施済)

https://www.maff.go.jp/tokai/press/kikaku/260331.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/chuto_josei_00001.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/chuto_josei_00001.html
https://www.env.go.jp/page_00348.html
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanbo-kaikei02/gasoline01
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanbo-kaikei02/petrochemical01
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanbo-kaikei02/toluene01


➢ あいち産業振興機構において、中小・中堅企業からの要請に応じ

て、専門家を派遣し、諸問題を解決するために助言・指導を実施

➢ １企業最大10回まで、１回当たり５時間以上

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）14階

４． １万社調査と連携したプッシュ型専門家派遣

経営・技術専門家派遣

中小企業等1万社を対象にした影響調査を実施するとともに、調査回答を踏まえ、希望
企業に対し、専門家を無料で派遣。

設置場所

中小企業 小規模企業 中堅企業

約１万円/１回 約6,000円/１回 約１万円/１回

通常の派遣料（専門家に対する謝金・旅費の一部）

派遣の主な流れ

中東情勢の影響に起因する内容は、専門家派遣料を無料化
(例)中東情勢に起因する原材料高に対し、価格転嫁に係る課題がある

→ 原価計算を始めとしたコスト上昇分の根拠資料の作成などを支援

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー
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既決予算内での新たな取組

実態・影響調査

➢ 幅広い業種から抽出した県内の中小・中堅企業等1万社を対象に、中東情勢による影響内容等を調査。調査項目内に「経営課題解

決に向けた専門家派遣等の希望有無」を設け、希望者には(公財)あいち産業振興機構が、無料で専門家派遣等のサポートを実施。

https://www.aibsc.jp/support/692/
https://www.aibsc.jp/support/692/
https://www.aibsc.jp/support/692/


５． 情報発信・収集

県内事業者に対して、「中小企業対策ポータルサイト」により、相談窓口や支援施策をワ
ンストップで案内するとともに、メールマガジン等により、プッシュ型で情報発信。

中小企業支援ポータルサイト

➢ https://www.pref.aichi.jp/site/chuto-portal/URL

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー
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➢ 国や県の相談窓口一覧を分かりやすく紹介

➢ 県融資制度を始めとした支援施策の紹介

➢ 県、国、支援機関等が実施する支援策の情報を
探す際に役立つWEBサイト、SNS等を掲載

掲載コンテンツ

※公的支援情報を紹介するWEBサイト(例）

✓ あいちビジネスチャンスナビ
✓ あいちナビる（補助金・助成金一覧）
✓ J-Net21

各種メルマガ、ソーシャルメディア（SNS等）等を活用し、

様々な産業施策等に関する情報を発信

➢ 中東情勢の影響に係る愛知県の各種支援策情報

➢ 県などが開催する各種セミナー情報

➢ 国・公的支援機関等の支援施策に係る情報

メールマガジン等による情報発信

中小企業景況調査による情報収集

➢ 愛知県内の中小企業の景況を把握するため、製造

業、卸・小売業、建設業及びサービス業を営む中小

企業2,000社を対象とし、四半期ごとにアンケート

方式により経営の動向などを調査

既決予算内での追加取組(実施済)

https://www.pref.aichi.jp/site/chuto-portal/
https://www.pref.aichi.jp/site/chuto-portal/
https://www.pref.aichi.jp/site/chuto-portal/
https://www.pref.aichi.jp/site/●●●●-portal/
https://navi.aibsc.jp/
https://navi.aibsc.jp/
https://hojokin.aibsc.jp/
https://hojokin.aibsc.jp/
https://j-net21.smrj.go.jp/
https://j-net21.smrj.go.jp/
https://j-net21.smrj.go.jp/
https://j-net21.smrj.go.jp/


➢ 県内の価格転嫁に関する気運をさらに高め、県内の価格転嫁を促進するため、シンポジウムを開催

６． 取引適正化・価格転嫁の促進

取引適正化・価格転嫁促進シンポジウム

県内企業の価格転嫁の気運を醸成するため、

シンポジウムや実践的な価格交渉の手法を学ぶワークショップを開催

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

価格交渉実践ワークショップ

➢ 価格交渉の下準備ともいえる原価計算に課題を抱える受注者に対し、

原価計算のための基礎知識の提供や例題を用いた原価計算実習を行うワークショップを実施

日時 2027年2月（予定）

場所 名古屋市内

参加者 価格転嫁やコスト上昇対応に取り組む経営者、担当者等 ２00名程度

内容（案）
・価格転嫁に成功した企業による事例発表
・支援機関から価格転嫁のポイント等の説明
・登壇者や専門家によるパネルディスカッション
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業界団体に対する要請文書の発出

➢ 中小企業団体等に対し、目詰まり関連について、国の相談窓口の利用を促す文書を、県から発出(６月15日)。

既決予算内での追加取組(実施済)



7（１）①． 自動車サプライヤーの新規事業開発伴走支援
県内中小・中堅自動車サプライヤーの新規事業開発を支援するため、

新規事業の計画策定から実行までを一貫して伴走支援

問合せ： 経済産業局次世代モビリティ産業課 自動車産業グループ TEL 052-954-６１３６

プログラム内容

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

<6月2日>

新規事業開発促進
セミナー

<７月～８月>

新規事業計画の策定支援

<9月～3月>

新規事業計画の実行支援

<３月>

成果報告会

前半フェーズ 後半フェーズマインド醸成 横展開

事業化支援（アドバンス）

<6月～3月> 新規事業計画の事業化支援

支援プログラムへの
参画呼び掛け

✓ケーススタディ型の
   ワークショップ（３回）

✓現場調査
技術や強みを整理・分析し、

 新規事業の方向性を決定

✓個別面談
市場情報収集、技術検証

✓マッチング
✓資金支援（最大50万円/社）

試作品開発・実証

参画企業の取組結果
や知見をとりまとめ、

広く共有

✓個別面談 市場情報収集、技術検証、量産化支援

✓資金支援（最大50万円/社） 量産に向けた取組みや販路開拓等

コーディネーター、専門家による伴走支援

過去、2025年度事業の
フェーズ２及びそれに類する
プログラムに参加していた

企業

新
規
事
業
支
援
コ
ー
ス

事
業
化
支
援

コ
ー
ス
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7（１）②． 自動車サプライヤーの販路開拓支援
既存のサプライチェーンに限らない新規取引先の獲得や販路拡大のため、

県内中小・中堅自動車サプライヤーの国内大規模展示会への出展を支援

対象事業者 県内に主たる事務所又は事業所を有する中小・中堅自動車サプライヤー

対象展示会
２０２6年6月～2027年２月に以下のいずれかの会場で開催されるBtoB（企業間取引）の大規模展示会

（東京ビッグサイト、幕張メッセ、インテックス大阪、Aichi Sky Expo、ポートメッセなごや）

補助率/補助上限額 ３分の２／50万円

対象経費 小間料金、装飾代等

➢ 最新の市場動向や営業戦略をテーマとしたセミナーを年２回開催

➢ 第1回セミナーを2026年7月2日に開催、第2回セミナーを10～11月に開催予定

大規模展示会出展補助

販路開拓セミナー

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

問合せ： 経済産業局次世代モビリティ産業課 自動車産業グループ TEL 052-954-６１３６

展示会合同出展

➢ 以下の２つの展示会へ愛知県ブースとして合同出展

展示会名称 会期 会場 企業数 募集開始時期

人とくるまのテクノロジー展2026NAGOYA 2026年6月17日～19日 Aichi Sky Expo ７社

オートモーティブワールド2027 2027年２月17日～19日 東京ビッグサイト 5社程度 ２０２６年10月頃

10



7（1）③． 航空宇宙産業サプライヤー向け支援

➢ 航空宇宙産業を担う各階層に応じた各種講座の開催

➢ 将来の担い手確保のための航空宇宙産業の魅力発信

人材育成・確保支援

➢ 航空機部品製造特有の認証取得の支援

➢ 専門家による参入に向けたコンサルティング

新規参入支援

➢ 展示会・商談会への出展支援、販路開拓コンサルティング

➢ 海外地方政府やクラスター団体等と連携した企業交流

販路開拓支援

地域の産学行政が参画する「あいち・なごやエアロスペースコンソーシアム」（事務局：

愛知県）において、販路開拓、人材育成・確保、新規参入等の支援を実施

問合せ： 経済産業局次世代モビリティ産業課航空宇宙産業グループ TEL 052-954-6349

愛知県における航空宇宙産業の継続的な発展を地域が一体と

なって推進するため、愛知県が中心となり、地域の行政、支援

機関、業界団体及び大学で構成され、展示会・商談会への出展

支援及び販路開拓支援、人材育成及び確保支援、新規参入・新

規分野参入支援等を行う団体。2018年8月設立。

（構成機関）

愛知県（事務局）、名古屋市、一般社団法人中部航空宇宙産業
センター、公益財団法人あいち産業振興機構、公益財団法人

名古屋産業振興公社、中部経済産業局、小牧市、名古屋商工

会議所、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿
易情報センター、グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会、

名古屋大学、中部大学、愛知県立大学

あいち・なごやエアロスペースコンソーシアム
➢ 航空宇宙講演会や宇宙産業に関するセミナー、ワーキンググ

ループの開催

➢ 国内外の業界関係者とのネットワーキングイベントの開催

最新情報や交流機会の提供

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー
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7（1）④. 幅広い産業を対象とした海外展示会等出展支援

幅広い産業分野において、特定の国や地域に限らない販路開拓を促進するため、県内
中小・中堅企業の海外展示会等への出展を支援

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

対象事業者 国際情勢(※)の影響を受けている又は受ける見込みがある 県内の中小・中堅企業

対象展示会
日本、米国以外で開催されるBtoB（企業間取引）の展示会や見本市（対象となる展示会・

見本市の規模や産業分野は問わない）

補助率／補助上限額 ３分の２／50万円

対象経費 出展料、装飾・備品代

スケジュール 募集期間：３月27日～5月15日（終了）

問合せ： 経済産業局産業部産業立地通商課 海外展開支援グループ TEL 052-533-６６５０

出展補助の概要

セミナーの開催

➢ 海外展示会出展に関するノウハウを、事例を交えて分かりやすく解説するセミナーを開催（４月15日開催済み）

12
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7（１）⑤． オープンイノベーションによる新事業創出支援

➢ 愛知ブランド企業又は基盤産業関連のモノづくり中小・中堅企業を対象に10社程度を支援

（前年度からの継続企業を最大４社含む）

支援対象

支援内容・スケジュール

愛知ブランド企業等のモノづくり中小・中堅企業における新事業創出を支援

オープンイノベーションの手法等や各分野の専門家も活用

問合せ： 経済産業局産業部産業振興課基盤産業・調整グループ TEL 052-954-6340

５月～６月

新規事業計画の
策定支援

➢ 全4回のセミナー、
ワークショップを実施

➢ 新規事業のアイデア
を計画に落とし込み

６月～８月

中間
報告会

➢ 策定した新規
事業計画を発表

９月

新規事業計画の
実行支援

➢ 隔週でコーディネーターに
よる個別面談を実施

➢ オープンイノベーションが
有効な場合にはマッチング等
の支援も実施

9月～3月

成果
報告会

➢ 取組の成果
を発表

3月

支援企業
募集・選定

➢ 新規事業計画の策定から立上げまでをオープンイノベーションの手法等を活用し、専門家が一貫して支援する
総合支援プログラム

モノづくり企業新規事業創出プログラム「MONO INNOVATION AICHI」WEBページ

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

※ 2026年度新規採択企業の場合

13

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/aichi-monozukuri.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/aichi-monozukuri.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/aichi-monozukuri.html


Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

7（1）⑥. 小規模事業者の経営革新計画に対する支援

小規模事業者の経営革新計画に基づく新商品・新技術開発及び販路開拓に要する経費
の一部を補助、及び伴走支援を実施

問合せ： 経済産業局中小企業部中小企業金融課 団体指導グループ TEL 052-954-６３３5

➢ 補助対象事業：
中小企業等経営強化法に基づき、県から承認を受けた
経営革新計画に従って、当該年度に実施される事業

➢ 限度額：100万円

➢ 補助率：対象経費の2/3

➢ 伴走支援：
補助事業者が計画で設定した目標指標を達成していく
ため、補助期間中、専門家を４回無料で派遣し、経営課
題解決策の提案及び検証を実施。

（地域の商工会及び商工会議所職員が同行）

➢ スケジュール：
公募期間 4/30～6/19(終了)

     7月中～下旬 交付決定、補助事業期間の開始

小規模事業者経営革新支援事業費補助金
（経営革新支援補助金）

＜経営革新計画の概要＞

➢ 対象となる事業活動
中小企業者等が、①「新商品の開発または生産」、②「新役務の開発

または提供」、③「商品の新たな生産または販売の方式の導入」、④「役

務の新たな提供の方式の導入」、⑤「技術に関する研究開発及びその

成果の利用その他の新たな事業活動」を行うに際して、経営向上に関

する目標を設定し、その目標を達成するために作成する計画のこと。

➢ 計画期間

３～５年

➢ 経営革新計画の数値目標

付加価値額を年率３％以上及び、給与支給総額を年率１．５％以上
向上させること。

➢ 現行の支援制度

県融資制度「経済環境適応資金 パワーアップ資金」の利用、信用保
証の特例、政府系金融機関による特別貸付制度「新企業育成貸付」の

利用 など
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Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

7（１）⑦. 中小企業の後継者支援

後継者が事業承継後も企業を安定的に経営し、企業を存続させていくことが
できるように、必要な知識・スキルを習得し、仲間づくりができる機会を提供

キックオフイベント開催

後継者シンポジウム開催

問合せ： 経済産業局中小企業部中小企業金融課経営支援・調整グループ TEL 052-954-６３３2

日時 2026年７月17日（金） 15：00～19：15

場所 STATION Ai

参加者 後継者・経営者・支援機関 100名程度

内容
先輩経営者の本音トーク
後継者支援プログラムの説明 等

日時 2027年3月（予定）

場所 名古屋市内

参加者 後継者・経営者・支援機関 ２00名程度

内容
（案）

後継者支援プログラムの成果発信（優秀者
のピッチ等）

後継者支援プログラム

＜概要＞
各地域（県内４カ所）で、中小企業の後継者が自社の改善・

変革、新規事業のプランを策定する５か月間のプログラム

＜内容＞
① 改善・変革プランの策定
・ 既存の経営資源の棚卸し
・ 後継者のやりたいこと、やるべきことを言語化

② コミュニティ作りの促進
・ 参加者同士の関係性構築
・ 先輩経営者や支援機関も含めた地域での支援体制構築

DAY1 後継者のためのアントレプレナーシップ 地域別（対面）

DAY2＆DAY3 自分と事業の棚卸し 合同（対面）

DAY4 テーマ別講座（事業開発・組織・業務改善） 合同（オンライン）

DAY5 プラン壁打ち会 地域別（対面）

DAY6 先輩経営者の経験から考える自社のあり方 地域別（対面）

DAY7 最終報告会 地域別（対面）

15



Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

7（1）⑧. 中小・小規模企業の新製品（商品）開発・販路拡大の支援

地域資源を活用した中小企業等の新製品（商品）開発など新たな事業展開に対し助成

あいち中小企業応援ファンド（新事業展開応援助成金）

問合せ： 経済産業局産業部産業振興課基盤産業・調整グループ TEL 052-954-6340

区分 助成対象分野 助成対象者 助成限度額 助成率

一般枠
(6～7月頃

募集)

県内の地域資源を活用した新事業展開のた
めに行う事業
※主要地場産業（繊維・窯業・食品・家具・伝統
的工芸品）を除く

中小企業者、小規模企業者※１、
中小企業者グループ、中小企業者団体

５０万円以上300万円以内 1/2以内※2

地場産業枠
(12月頃募集)

主要地場産業（繊維・窯業・食品・家具・伝統的
工芸品）分野における県内の地域資源を活用
した新事業展開のために行う事業

中小企業者、小規模企業者※１ 、
中小企業者グループ

５０万円以上300万円以内 1/2以内※2

中小企業者団体、
一般社団法人及び一般財団法人

５０万円以上600万円以内 1/2以内

農商工連携枠
(12月頃募集)

県内の地域資源の農林水産物を活用して、あ
いち産業科学技術総合センター等と連携して
行う事業

中小企業者、中小企業者グループ ５０万円以上300万円以内 1/2以内※2

中小企業者団体、
一般社団法人及び一般財団法人

５０万円以上600万円以内 1/2以内

※1 小規模企業者は、50万円以上100万円以下で２/3以内も選択可 ※2 原油・原材料高騰等の影響により売上等が減少した中小企業者・小規模企業者については、２/3以内

➢ 助成対象事業
①新製品（商品）開発 ②販路拡大（新製品等の販路開拓） ③人材育成（①②につながるもの）

➢ 助成対象経費
（例） 試作・開発に必要な機械装置の導入費用、新製品・新事業の広報のための展示会の出展・会場費用
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7（２）①． 中小・小規模企業のデジタル化・DXの推進

➢ 目的

デジタル化・DXが進まない要因である、レガシーシス
テム対応や、業務プロセスや生産プロセスの可視化や課
題の把握などの支援ニーズに対応

➢ 補助金事務局

公益財団法人あいち産業振興機構

➢ 補助対象事業
① 自社の業務プロセスや生産プロセスの可視化、課題

の認識のためのコンサルティング
② 生産性向上や省力化のためのデジタルツール導入
③ レガシーシステム脱却のためのシステム構築や既存シ

ステムの改修

中小企業デジタル化・DX促進補助金

中小企業のデジタル化・DX 促進のため、デジタルツール導入、コンサルティング、

システム改修経費等を支援

問合せ：経済産業局産業部産業振興課・デジタル産業グループ TEL 052-954-7495

➢ 補助金の概要

• 対象者：県内の中小企業、小規模企業者

• 限度額：200万円以内

• 補助率：中小企業1/2 小規模企業者2/3

➢ 事業スケジュール（予定）

• 交付申請受付期間：2026年３月６日～５月12日

• 補助事業期間：2026年７月中旬～12月31日

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

17



7（2）①． 中小・小規模企業のデジタル化・DXの推進

国、県、市町村等が展開するデジタル・ＤＸ支援策に適切にナビ

ゲートし、企業の適切なアクションに繋げることでデジタル化の
底上げを図る

➢ 事業概要

デジタル化診断：30社程度

時勢を捉えたセミナー：２回程度

企業見学会：４回程度

➢ 事業スケジュール（予定）

参加企業募集：７月頃

デジタルナビゲート事業

中小企業のデジタル化・DX 促進のため、企業の状況に合わせたデジタル施策の実施

問合せ：経済産業局産業部産業振興課・デジタル産業グループ TEL 052-954-7495

デジタイゼーションの段階の企業がアクションを起こすために必
要な「背中を押してあげる」支援を行う

成功事例を創出、横展開し、県内企業のデジタライゼーションへ
のレベルアップを図る

➢ 事業概要

デジタル化計画策定、導入実証の支援：12社程度

現状分析からデジタルツール導入による業務改善及びデジ
     タル化計画の策定までのコンサルティング支援を実施

➢ 事業スケジュール

参加企業募集：６月10日～７月15日

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

デジタル化プッシュ事業

サイバーセキュリティ対策支援事業
デジタル技術活用相談窓口運営事業

デジタル技術活用等の課題に対応する相談窓口を設置し、内容

に応じたアドバイスによりデジタル化の支援を図る

➢ 事業概要

相談窓口の運営、ITベンダー企業とのマッチング支援

➢ 事業スケジュール

開設期間：４月17日～2027年３月18日

デジタル化・DXの推進と一体で企業のサイバーセキュリティ対

策支援の強化を図る

➢ 事業概要

サイバーセキュリティ対策の個別支援：10社程度
サイバーセキュリティの実践演習（机上演習等）

➢ 事業スケジュール（予定）

参加企業募集：７月頃
18



ロボットの活用が進まない領域における導入前の事前検証に要する費用の一部を補助

問合せ： 経済産業局産業部産業振興課ロボット産業グループ TEL 052-954-６３５２

➢ 補助率 中小企業等:2/3以内、大企業他:1/2以内

➢ 補助限度額 500万円以内

➢ 補助対象者 「あいちロボット産業クラスター推進協議会」の加入者

（ロボットの提供側若しくは利用側＊１のいずれも対象）

➢ 対象事業 下記の分野のうち、ロボット未活用領域(用途)＊２

において実施する事前検証

分野 未活用領域（例）

製造・物流
食品製造業や窯業における産業用ロボット等の活用や、
ピッキング・搬送ロボットの活用による物流の自動化

医療・介護
介護ロボット（移動・移乗・排泄支援、見守り、コミュニ
ケーション）やリハビリ支援ロボットの活用

空モビリティ活用 荷物搬送やインフラ点検業務におけるドローンの活用

業務用サービスロボット活用
自動配送ロボット、案内・コミュニケーション・警備
ロボットの活用

公募期間：2026年３月25日（水）～５月29日（金）

月３ 月４ 月５ 月６ 月７ 月８ 月９ 月10 月11 月12 月１ 月２ 月３ 月４ 月５

公募
（～５/29〆）

補
助
金
支
払

事 業 実 施 期 間

交
付
決
定

実
績
報
告

＊１ 提供側：ロボットメーカー、ロボットシステムインテグレーター、ロボットサービス提供者等
利用側：ロボットの提供側が製造・構築・販売する機器又は提供するサービスを利用する者

＊２ 「2025年度採択案件」をご参照ください。

➢ 対象経費

⑴ ロボットの関連機器の購入費用

  ⑵ ロボット本体、関連機器等のレンタル・リース費用

⑶ 補助事業に従事する者の直接作業時間に対する人件費、旅費

⑷ 専門家への謝金、旅費

⑸ 委託及び外注に要する経費

⑹ 諸経費（消耗品、通信運搬費、施設利用料）

ロボット未活用領域導入検証補助金

《参考》 2026年度 補助事業スケジュール

Ⅰ 中小・中堅企業向け支援メニュー

7（2）②. ロボット未活用領域への導入支援
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Ⅱ 水素等エネルギー対策支援メニュー

1. 緊急声明  P21

2. 水素・アンモニア サプライチェーンの推進 P2２

3. 水素モビリティの導入推進 P24

4. 低炭素水素の活用促進 P27

5. 各部門における水素・アンモニアの活用促進 P28



１．緊急声明

水素社会の実現に向けた要請活動を実施

Ⅱ 水素等エネルギー対策

国への要請

➢ 愛知県が中心となり、東京都を始めとした8都道県知事3市長による「激動の国際情勢下での水素社会の実現に

向けた一層の取組強化を求める緊急声明」を取りまとめ、高市内閣総理大臣などに要請を実施。

高市内閣総理大臣の要請（2026/5/29） 問合せ： 経済産業局水素社会実装推進課水素企画グループ TEL 052-954-７４１６

■実施日 2026年5月29日

■連名自治体 北海道、福島県、東京都、神奈川県、

山梨県、愛知県、兵庫県、福岡県、

川崎市、名古屋市、福岡市

要
請
項
目

１．GX経済移行債の水素・アンモニア施策への割り当ての拡充。
また2033年度以降もGX経済移行債の延長を図り、水素価格低減に
向け、事業者各位が安心して投資できる環境及び支援体制の構築

２．国で創設を検討されている「危機管理投資」・「成長投資」を促進する
「新たな投資枠」において、海外市場も見据えた水素・アンモニア施策へ
の十分な割り当て

３．水素・アンモニアの社会実装を着実に前進させるため、研究開発、需要
創出、国際展開を更に加速させる「水素大動脈構想」をはじめとした、自
治体と産業界が連携する取組への重点的支援

４．国産技術・製品や地域資源を活用した水素・アンモニアの大規模かつ
内陸地域も含めた広域的なサプライチェーン構築への支援拡充

５．燃料電池商用車の幹線道路等での集中的導入に向けた野心的な目
標を掲げる自治体の取組への財政的支援の大胆な強化及び導入事業
者のインセンティブとなる施策の展開

21
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2050年カーボンニュートラルの実現に向け、中部圏の自治体や経済団体等、地域が一体となり、
水素及びアンモニアのサプライチェーンの構築及び利用促進を図る。

■設立日 2022年2月21日（2022年10月17日 組織名変更）
■体制 会長：愛知県知事 大村秀章
 副会長：中部圏水素利用協議会 会長 中嶋裕樹
 会員：24団体

包括連携協定締結式（2022年2月21日）

行政
（18）

中部経済産業局、中部地方整備局、中部地方環境事務所、
岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市、碧南市、豊田市、東海市、知多市、日進市、田原市、
みよし市、恵那市、四日市市、名古屋港管理組合、四日市港管理組合

経済
団体

名古屋商工会議所、(一社)中部経済連合会、中部経済同友会

民間

中部圏水素利用協議会、株式会社JERA、特別民間法人高圧ガス保安協会

中部圏水素利用協議会会員（民間56社） 〇事務局
愛三工業㈱、㈱ｱｲｼﾝ、愛知製鋼㈱、㈱ｱﾄﾞﾏﾃｯｸｽ、出光興産㈱、ｲﾋﾞﾃﾞﾝ㈱、岩谷産業㈱、ｴｱ・ｳｫｰﾀｰ㈱、AGC㈱、
NGK㈱、NTT㈱、㈱NTTデータ経営研究所、ENEOS㈱、㈱荏原製作所、川崎重工業㈱、興和㈱、ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰﾎｰﾙ
ﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱、ｻｰﾗｴﾅｼﾞｰ㈱、ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱、JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱、㈱ｼﾞｪｲﾃｸﾄ、新コスモス電機㈱、○住友商事㈱、
住友ｺﾞﾑ工業㈱、大同特殊鋼㈱、中央精機㈱、中部国際空港㈱、中部電力㈱、中部電力ﾐﾗｲｽﾞ㈱、千代田化工建
設㈱、㈱ﾃﾞﾝｿｰ、東亜合成㈱、㈱東海理化、東海旅客鉄道㈱、東邦ｶﾞｽ㈱、東洋ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱、豊田合成㈱、○ﾄﾖﾀ
自動車㈱、㈱豊田自動織機、ﾄﾖﾀ車体㈱、豊田通商㈱、豊通ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱、㈱名古屋銀行、日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱、日本ｴ
ｱ・ﾘｷｰﾄﾞ(同)、㈱日本政策投資銀行、日本製鉄㈱、㈱日本総合研究所、ﾌﾞﾗｻﾞｰ工業㈱、ﾏﾙﾔｽ工業㈱、三浦工業㈱、
○㈱三井住友銀行、三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ㈱、三菱自動車工業㈱、明治電機工業㈱、㈱LIXIL

基本合意書締結式（2024年11月18日）

2026

２．水素・アンモニア サプライチェーンの推進

中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議

Ⅱ 水素等エネルギー対策

問合せ： 経済産業局水素社会実装推進課水素事業グループ TEL 052-954-6350



豊田通商等の事業計画概要

＜認定支援制度・認定日＞
価格差に着目した支援 2025年９月30日

＜認定供給等事業計画の概要＞
豊田通商、ユーラスエナジーホールディングス、岩谷産業の３社が、
陸上風力発電所で発電された電気を調達し、愛知製鋼の知多
工場において、電解して低炭素水素を製造。
製造した水素は、愛知製鋼が利用して特殊鋼を製造する計画。

＜助成期間中の低炭素水素等の供給量＞
1,600トン／年

＜低炭素水素等供給等事業計画の実施期間＞
2030年８月～2055年７月

JERA等の事業計画概要

＜認定支援制度・認定日＞
価格差に着目した支援 2025年12月19日
拠点整備支援 2026年３月27日

＜認定供給等事業計画の概要＞
JERAが米国ルイジアナ州で製造する低炭素アンモニアを、自社

の碧南火力発電所におけるアンモニア転換や、豊田自動織機、
AGC、日本碍子、アイシン福井の工業炉の燃料などに利用。

＜助成期間中の低炭素水素等の供給量＞
492,144トン／年
（水素換算で76,452トン／年）

＜低炭素水素等供給等事業計画
の実施期間＞
2030年２月～2055年１月

水素社会推進法に基づく支援制度の認定プロジェクト

２．水素・アンモニア サプライチェーンの推進

Ⅱ 水素等エネルギー対策

問合せ： 経済産業局水素社会実装推進課水素事業グループ TEL 052-954-6350 23



産業の持続的な成長を支える運輸分野の脱炭素化を図るため、ゼロエミッションビークルの普及が重要。

中でも、航続距離やエネルギー充填時間に優位性がある燃料電池（FC）商用車の普及を推進する。

FC商用車導入促進重点地域

トラック等のFC商用車の需要が相当程度見込まれ、
地方公共団体が意欲的な活動をしている地域を経済
産業省が2025年５月に選定。

東北重点地域

福島県【1,700台】

関東重点地域

東京都【5,000台】
神奈川県【3,400台】

中部重点地域

愛知県
【7,000台】

近畿重点地域

兵庫県【2,580台】

九州重点地域

福岡県【3,310台】

重点地域名称

都県名【目標台数】

運送事業者向け試乗会

2026年２月試乗会アンケート 回答者：運送事業者83名

走
行
性
能

振
動
・
静
粛
性

73%

27%

■非常に満足 ■満足 ■不満 ■非常に不満

83%

17%

燃料電池商用車導入促進

３．水素モビリティの導入促進
Ⅱ 水素等エネルギー対策

問合せ： 経済産業局水素社会実装推進課水素企画グループ TEL 052-954-７４１６ 24



FC商用車利用支援FC商用車導入支援

区分
愛知県による
１台当たり
補助上限額

事業者負担額
（国補助受想定）

小型トラック 689.8万円 1,524万円

大型トラック 6,262万円 2,645万円

バス 2,189.3万円 3,339万円

タクシー 350万円 300万円

事業者向け車両導入費補助

FC商用車を利用する事業者に対し、水素と既存燃料
との販売価格の差額を補助。

・ 補助額：差額１/２相当 476円/kg
（現行：1/4相当 238円/kg）

・ 補助上限額： FC小型トラック 140万円/台

 FC大型トラック 370万円/台

 FCバス 340万円/台

水素燃料費補助

FCトラックで利用する際の有料道路通行料金を補助。

・ 補助率：１/２

・ 補助上限額： FC小型トラック 40万円/台

 FC大型トラック 200万円/台

有料道路利用費補助

FC商用車普及支援

３．水素モビリティの導入促進

Ⅱ 水素等エネルギー対策

問合せ： 経済産業局水素社会実装推進課水素企画グループ TEL 052-954-７４１６ 25



2030年度までに250台導入を目指す

2026年度 50台導入を支援

アジア競技大会・アジアパラ競技大会に合わせ、

名古屋駅はじめ県内各地でFCタクシーの運行を実現させる。

＜県補助＞

 ・ 導入費 350万円／台

 ・ 燃料費 576円／kg

FCタクシー普及支援

３．水素モビリティの導入促進

Ⅱ 水素等エネルギー対策

問合せ： 経済産業局水素社会実装推進課水素企画グループ TEL 052-954-７４１６

第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）
2026年9月19日(土)～10月4日(日)

第5回アジアパラ競技大会（2026/愛知・名古屋）
2026年10月18日(日)～10月24日(土)

アジア競技大会
開幕まで
あと82日！
（6月29日時点）

〔メイン会場〕名古屋市瑞穂公園陸上競技場

26
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企業による水素の製造や輸送、利用に伴う二酸化炭素の排出が少ない水素を「低炭素水素」とする認証制度を全国で
初めて2018年に愛知県が制定。現在は、中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議にて運用。

１．有限会社位田モータース
同社が運営する「名古屋城グリーン水素ス
テーション」にて、太陽光発電電力等により水
を電気分解して製造した低炭素水素を、FCV
へ供給する水素ステーション用燃料として利用。

年間予定製造量：13,664Nm3

２．株式会社鈴木商館
同社高圧機器部にて、太陽光発電電力等に
より水を電気分解して製造した低炭素水素を、
社内用のFCフォークリフトや販売用の水素吸
蔵合金タンク・水素ボンベの燃料として利用。

年間予定製造量：799Nm3

３．株式会社ジェイテクト
同社花園工場にて、太陽光発電電力等によ
り水を電気分解して製造した低炭素水素を、
アルミニウム溶融炉用の水素バーナーの燃料と
して利用。

年間予定製造量：112,000Nm3

2025年度 認定プロジェクト 2025年度 奨励制度授賞式

低炭素水素の製造量が、前年度より増加したプロジェクトを奨励。

副賞： 奨励金（水素製造量×475円/Nm3×1/2、上限500万円）
 記念品

No 企業名 実施場所 2024年度製造量

１ ㈱鈴木商館 セントレア貨物地区 17,848Nm3

２ トヨタ自動車㈱ 元町工場 1,221Nm3

３ トヨタ自動車㈱ 大口第2部品センター 46,826Nm3

４ トヨタ自動車㈱ 元町工場 69,970Nm3

５ 明治電機工業㈱ 豊田支店 1,561Nm3

４．低炭素水素の活用促進

低炭素水素認証・活用支援

Ⅱ 水素等エネルギー対策

問合せ： 経済産業局水素社会実装推進課水素事業グループ TEL 052-954-6350 27



５．水素・アンモニアの活用促進

様々な分野における水素需要創出に向けた取組

Ⅱ 水素等エネルギー対策支援

愛知県導入FCV

燃料電池パトカー納車式
2025年12月3日

燃料電池地震体験車納車式
2026年３月24日

水素工業炉活用促進支援

愛知県には、化石燃料による工業炉を用いて金属やセラミックの熱処理等を行う企業が多く
集積している。こうした企業において、水素燃料による焼成試験の機会を提供するために、あい
ち産業科学技術総合センター常滑窯業試験場に水素工業炉を整備。試験手数料のうち水
素燃料代は、2025年度から５年間無償。

常用温度 200～1000℃

バーナー
４本＋１本
（試料に直当て）

用途
アルミ、鋼材等の
熱処理、溶解等

常用温度
1000～
  1600℃

バーナー ４本

用途
セラミックス等の
焼成

依頼試験手数料 5,900円／時間

水素使用量 17.5㎥／時間

依頼試験手数料 7,100円／時間

水素使用量 35㎥／時間

低温用水素工業炉 高温用水素工業炉

問合せ： 経済産業局水素社会実装推進課水素事業グループ TEL 052-954-6350
28
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